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高
齢
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融
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萬　

澤　

陽　

子

一
、
は
じ
め
に

　

総
務
省
統
計
局
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
の
六
五
歳
以
上
の

人
口
は
、
一
九
五
〇
年
以
降
、
一
貫
し
て
増
加
し
て
お

り
、
二
〇
一
八
年
九
月
一
五
日
時
点
で
は
三
五
五
七
万
人

と
推
計
さ
れ
る
（
前
年
比
で
四
四
万
人
増
）（https://

w
w

w
.stat.go.jp/data/topics/topi1131.htm

l

）。
総
人

口
に
占
め
る
高
齢
者
人
口
の
割
合
は
、
二
八
・
一
％
で

（
前
年
比
で
〇
・
四
ポ
イ
ン
ト
増
）、
過
去
最
高
で
あ
る
の

み
な
ら
ず
、
世
界
的
に
見
て
も
最
も
高
い
数
値
と
な
っ
て

い
る
（
こ
れ
に
、
イ
タ
リ
ア
（
二
三
・
三
％
）、
ポ
ル
ト

ガ
ル
（
二
一
・
九
％
）、
ド
イ
ツ
（
二
一
・
七
％
）
な
ど

が
続
い
て
い
る
）。

　

こ
う
し
た
状
況
を
背
景
に
、
近
年
、
超
高
齢
社
会
に
よ

り
適
し
た
制
度
・
枠
組
み
を
整
備
し
よ
う
と
す
る
さ
ま
ざ

ま
な
取
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
高
齢
者

の
有
す
る
金
融
資
産
に
関
す
る
制
度
に
つ
い
て
も
妥
当
す

る
。
た
と
え
ば
、
金
融
庁
は
、
二
〇
一
八
年
七
月
に
「
高

齢
社
会
に
お
け
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
」
の
中
間
的

と
り
ま
と
め
を
公
表
し
、
そ
の
検
討
に
関
す
る
視
点
に
つ

い
て
、「
就
労
・
積
立
・
運
用
の
継
続
に
よ
る
所
得
形
成
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（
勤
労
収
入
に
加
え
た
財
産
収
入
確
保
の
重
要
性
）」、「
資

産
の
有
効
活
用
・
取
崩
し
」、「
長
生
き
へ
の
備
え
、
資
産

承
継
」
そ
し
て
「
高
齢
者
が
安
心
し
て
資
産
の
有
効
活
用

を
行
う
た
め
の
環
境
整
備
」
の
四
つ
を
挙
げ
、
今
後
の
具

体
的
課
題
を
そ
れ
ぞ
れ
挙
げ
て
い
る
（
一
一
頁
以
降
）。

続
い
て
、
金
融
庁
は
、
二
〇
一
八
年
九
月
に
公
表
し
た

「
変
革
期
に
お
け
る
金
融
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
に
む
け
て
～

金
融
行
政
の
こ
れ
ま
で
の
実
践
と
今
後
の
方
針
（
平
成
三

〇
事
務
年
度
）」
に
お
い
て
、
上
記
の
中
間
的
と
り
ま
と

め
を
踏
ま
え
、
対
応
策
の
具
体
化
に
向
け
て
議
論
を
進
め

て
い
く
旨
述
べ
て
い
る
（
四
三

－

四
四
頁
）。

　

ま
た
、
二
〇
一
三
年
に
金
融
庁
は
、「
金
融
商
品
取
引

業
者
等
向
け
の
総
合
的
な
監
督
指
針
」
に
高
齢
者
勧
誘
の

留
意
事
項
を
加
え
た
改
正
（「IV

-3-1-2　

勧
誘
・
説
明

態
勢　

⑶
高
齢
顧
客
へ
の
勧
誘
に
係
る
留
意
事
項
」）
を

し
て
お
り
（
こ
れ
を
受
け
て
、
日
本
証
券
業
協
会
は
高
齢

顧
客
へ
の
勧
誘
に
よ
る
販
売
に
か
か
る
ル
ー
ル
（「
協
会

員
の
投
資
勧
誘
、
顧
客
管
理
等
に
関
す
る
規
則
」
の
第
五

条
の
三
「
高
齢
顧
客
に
対
す
る
勧
誘
に
よ
る
販
売
」）
を

策
定
）、
証
券
会
社
等
が
顧
客
に
投
資
勧
誘
を
行
う
際
に

は
当
該
顧
客
の
知
識
、
経
験
、
財
産
の
状
況
お
よ
び
目
的

に
適
合
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
適

合
性
の
原
則
」（
金
融
商
品
取
引
法
四
〇
条
一
号
）
を
、

高
齢
者
に
対
し
て
は
特
に
徹
底
さ
せ
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー

チ
か
ら
、
高
齢
者
の
金
融
資
産
に
関
す
る
問
題
に
取
り
組

ん
で
き
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
国
際
的
に
も
、
高
齢
者
の
金
融
資
産
に
関
す

る
法
制
に
対
す
る
関
心
は
高
ま
っ
て
お
り
、
具
体
的
に
、

高
齢
の
投
資
者
保
護
に
関
す
る
報
告
書
が
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ

（
各
国
の
規
制
当
局
等
で
構
成
さ
れ
る
国
際
機
関
）
か

ら
、
二
〇
一
八
年
三
月
に
出
さ
れ
て
い
る
（「
高
齢
投
資

者
の
脆
弱
性
」（
“Senior Investor V

ulnerability

”）

の
最
終
報
告
書
）。
こ
の
報
告
書
で
、
Ｉ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
Ｏ
は
、

高
齢
投
資
家
保
護
に
関
す
る
各
国
の
現
時
点
に
お
け
る
取
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組
み
を
紹
介
し
、
規
制
当
局
や
証
券
業
者
に
と
っ
て
有
益

と
考
え
ら
れ
る
方
法
を
提
示
し
、
各
国
に
さ
ら
な
る
取
組

み
を
促
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
近
年
、
世
界
的
に
、
高
齢
者
の
金
融
資

産
に
焦
点
を
置
い
た
法
制
度
・
枠
組
み
に
関
す
る
取
組
み

が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
取
組
み
の
多
く

は
、
比
較
的
新
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
以
前
か
ら

（
少
な
く
と
も
二
〇
年
以
上
）
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で

き
た
法
域
も
存
在
す
る
。
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ

で
は
、
二
〇
一
八
年
二
月
に
Ｆ
Ｉ
Ｎ
Ｒ
Ａ
（
金
融
業
規
制

機
構
）
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
た
、
高
齢
投
資
家
保
護
に
向

け
た
二
つ
の
ル
ー
ル
が
施
行
さ
れ
注
目
を
集
め
た
が
、
高

齢
者
の
問
題
に
関
す
る
取
組
み
は
、
連
邦
で
は
な
く
む
し

ろ
州
の
方
が
歴
史
も
長
く
深
い
。
本
稿
で
は
、
ア
メ
リ
カ

の
州
、
特
に
、
こ
の
問
題
に
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
き
た

と
言
わ
れ
る
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
焦
点
を
当
て
、
そ
こ

で
高
齢
者
の
金
融
資
産
を
保
護
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う

な
取
組
み
が
な
さ
れ
て
き
た
の
か
を
概
観
す
る
。

二 

、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
取

組
み
―
制
定
法
に
よ
る
そ
の
枠
組
み

⑴
　
概
要

　

カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
高
齢
者
の
金
融
資
産
を

保
護
す
る
取
組
み
は
、
以
下
の
よ
う
な
方
法
で
行
わ
れ
て

い
る
。
ま
ず
、
高
齢
者
お
よ
び
サ
ポ
ー
ト
が
必
要
な
成
人

（
以
下
、
高
齢
者
等
）
の
資
産
を
、
不
当
な
目
的
ま
た
は

欺
罔
の
意
図
を
も
っ
て
取
得
す
る
こ
と
等
を
「
金
銭
的
虐

待
」（financial abuse

）
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
に
関
し
て
、
以
下
の
二
つ
の
規
定
を
用
意
し
て
い
る
。

一
つ
は
、
金
銭
的
虐
待
の
加
害
者
に
対
す
る
民
事
訴
訟

を
、
高
齢
者
等
（
そ
の
代
理
人
等
）
に
積
極
的
に
提
起
さ

せ
よ
う
と
す
る
た
め
の
規
定
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
金

銭
的
虐
待
の
兆
候
を
発
見
し
た
時
に
当
局
に
通
報
す
る
義
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務
を
一
定
の
専
門
家
に
課
す
（
義
務
的
通
報
さ
せ
る
）
た

め
の
規
定
で
あ
る
。

　

実
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
は
、
当
初
は
金
銭
的
虐
待
に
向

け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
身
体
的
虐
待

に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
身
体
的
虐
待
は
、
一
九
六
二
年
に
公
表
さ
れ
た
論
文

（
“The Battered-Child Syndrom

e

”）
が
社
会
に
衝
撃

を
与
え
た
こ
と
を
背
景
に
、
ほ
ぼ
同
時
期
に
カ
リ
フ
ォ
ル

ニ
ア
州
の
み
な
ら
ず
、
全
米
で
こ
の
よ
う
な
立
法
が
な
さ

れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
の
適
用
対
象
が
、
徐
々
に
身
体
的
虐
待
以
外
の
虐
待

に
も
拡
大
さ
れ
て
行
き
、
金
銭
的
虐
待
も
そ
れ
に
含
ま
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
右
記
の
規
定
が
制
定
さ
れ
て
か

ら
一
〇
年
以
上
経
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
、
州
に
よ
る
高
齢
者
等
の
金
融
資
産
に
関
す
る
保
護

法
制
が
、
元
々
は
身
体
的
虐
待
に
向
け
ら
れ
て
い
た
も
の

で
、
他
の
虐
待
に
も
徐
々
に
適
用
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う

経
緯
は
、
ア
メ
リ
カ
の
特
徴
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
下
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
高
齢
者
等
の
金

融
資
産
を
保
護
す
る
具
体
的
取
組
み
と
し
て
、
金
銭
的
虐

待
に
関
す
る
民
事
訴
訟
を
提
起
さ
せ
よ
う
と
す
る
規
定

と
、
金
銭
的
虐
待
に
関
し
て
通
報
義
務
を
課
そ
う
と
す
る

規
定
を
、
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
す
る
。

⑵
　
民
事
訴
訟
の
提
起
を
促
す
た
め
の
規
定

　
⒜
概
要
と
そ
の
背
景

　

一
つ
目
の
、
高
齢
者
等
の
金
融
資
産
を
奪
う
者
に
対
し

て
、
民
事
訴
訟
を
提
起
す
る
動
機
付
け
を
高
齢
者
等
（
そ

の
代
理
人
等
）
に
与
え
よ
う
と
す
る
規
定
は
、
一
九
九
一

年
に
制
定
さ
れ
た
「
高
齢
者
虐
待
お
よ
び
サ
ポ
ー
ト
が
必

要
な
成
人
の
民
事
保
護
法
」（
以
下
、「
民
事
保
護
法
」）

に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
定
め
ら
れ
た
。
こ
の
規
定
は
、
先

述
の
通
り
、
当
初
は
身
体
的
虐
待
等
に
つ
い
て
民
事
訴
訟

を
提
起
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
与
え
る
こ
と
を
目
的
と
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し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、「［
高
齢
者
等
］
に
対

す
る
虐
待
の
事
案
は
、
刑
事
事
件
と
し
て
滅
多
に
訴
追
さ

れ
ず
、
ま
た
、
立
証
の
問
題
、
裁
判
所
の
遅
延
、
お
よ
び

訴
訟
を
提
起
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
の
欠
如
か
ら
、
こ
の

虐
待
に
関
す
る
民
事
訴
訟
は
ほ
と
ん
ど
提
起
さ
れ
な
い
」

（「
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
福
祉
お
よ
び
そ
の
施
設
法
典
」
一

五
六
〇
〇
条
⒣
（
以
下
、
単
に
条
文
だ
け
を
示
す
時
は
、

同
法
典
を
指
す
））
こ
と
か
ら
、
虐
待
の
事
案
で
利
用
可

能
な
救
済
を
増
や
す
こ
と
で
民
事
訴
訟
の
提
起
を
促
そ
う

と
し
た
の
で
あ
る
。

　

民
事
保
護
法
の
背
景
に
は
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
は

一
九
七
五
年
以
降
、
医
療
過
誤
訴
訟
で
認
め
ら
れ
る
医
療

従
事
者
の
不
法
行
為
責
任
を
軽
減
さ
せ
、
保
険
料
を
抑
え

よ
う
と
す
る
法
改
革
（
具
体
的
に
は
、
非
財
産
的
損
害
に

関
す
る
賠
償
や
弁
護
士
費
用
に
上
限
が
設
け
ら
れ
て
い

た
）
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
制
限

は
、
病
院
や
ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
に
お
け
る
高
齢
者
等
に

対
す
る
虐
待
に
関
す
る
訴
え
に
つ
い
て
も
適
用
さ
れ
て
し

ま
う
こ
と
か
ら
、
虐
待
に
関
す
る
訴
え
の
提
起
の
ハ
ー
ド

ル
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
民
事

保
護
法
が
制
定
さ
れ
、
二
〇
〇
四
年
に
金
銭
的
虐
待
も
そ

の
適
用
対
象
と
な
り
、
金
銭
的
虐
待
に
つ
い
て
も
民
事
訴

訟
を
積
極
的
に
提
起
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
の
、
以
下
の

よ
う
な
救
済
制
度
が
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
⒝
具
体
的
内
容

　

具
体
的
に
、
高
齢
者
等
の
金
銭
的
虐
待
に
関
し
て
提
訴

を
促
す
た
め
に
採
用
さ
れ
て
い
る
救
済
制
度
と
は
、
以
下

の
三
つ
で
あ
る
。
一
つ
目
は
、
弁
護
士
費
用
や
訴
訟
遂
行

に
要
し
た
費
用
（
た
と
え
ば
、
訴
訟
提
起
の
た
め
に
行
わ

れ
た
後
見
人
の
業
務
の
た
め
の
合
理
的
な
費
用
等
）
に
相

当
す
る
額
が
原
告
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
（
こ
の
額

に
つ
い
て
制
定
法
で
上
限
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
）。
た

だ
し
、
こ
れ
を
得
る
た
め
に
、
原
告
は
、
被
告
が
金
銭
的
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虐
待
に
つ
い
て
責
任
が
あ
る
こ
と
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
さ
れ
る
（
一
五
六
五
七
・
五
条
⒜
）。

　

二
つ
目
は
、（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
民
事
訴
訟
法
三
三

七
・
三
四
条
で
回
復
が
除
外
さ
れ
て
い
た
）
虐
待
に
よ
っ

て
高
齢
者
等
が
死
亡
し
た
場
合
の
苦
痛
や
損
傷
に
つ
い
て

の
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ

れ
を
得
る
た
め
に
、
原
告
は
、
被
告
が
金
銭
的
虐
待
に
つ

い
て
責
任
を
負
う
こ
と
を
立
証
し
、
か
つ
被
告
が
当
該
虐

待
を
行
う
上
で
、
詐
欺
ま
た
は
害
意
等
が
あ
っ
た
こ
と

を
、（
金
銭
的
虐
待
に
関
す
る
立
証
よ
り
も
）
高
い
レ
ベ

ル
で
立
証
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
（
一
五
六
五
七
・

五
条
⒝
）。

　

三
つ
目
は
、
判
決
前
仮
差
押
さ
え
（prejudgm

ent 

attachm
ent

）
が
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

損
失
を
迅
速
に
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
（
一
五

六
五
七
・
〇
一
条
）。

　

ま
た
、
こ
れ
以
外
に
も
、
金
銭
的
虐
待
に
関
す
る
訴
訟

で
、
懲
罰
的
損
害
賠
償
（
加
害
行
為
の
悪
性
が
高
い
場
合

に
、
加
害
者
に
対
す
る
懲
罰
お
よ
び
一
般
的
抑
止
を
目
的

と
し
て
、
通
常
の
填
補
損
害
賠
償
の
ほ
か
に
認
め
ら
れ
る

損
害
賠
償
の
こ
と
を
い
い
、
加
害
者
の
資
力
そ
の
他
の
事

情
を
考
慮
し
て
（
原
告
が
実
際
被
っ
た
経
済
的
損
害
の
額

と
は
関
係
な
く
）
決
定
さ
れ
る
も
の
）
が
認
め
ら
れ
得
る

こ
と
も
訴
訟
の
提
起
を
促
進
す
る
要
因
と
な
り
得
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
民
事
保
護
法
は
、
金
銭
的
虐
待
に
関
す

る
訴
訟
で
受
け
ら
れ
る
救
済
を
広
げ
る
一
方
で
、「
金
銭

的
虐
待
」
の
定
義
（
一
五
六
一
〇
・
三
〇
条
⒜
）
も
拡
大

し
、
よ
り
多
く
の
高
齢
者
等
に
対
す
る
加
害
行
為
が
民
事

保
護
法
の
対
象
と
な
る
よ
う
に
す
る
こ
と
で
、
高
齢
者
等

の
金
融
資
産
の
保
護
に
取
り
組
ん
で
き
た
と
い
え
る
。

⑶
　
通
報
を
義
務
づ
け
る
規
定

　
⒜
概
要

　

高
齢
者
等
か
ら
金
融
資
産
を
奪
う
行
為
の
兆
候
を
職
務
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の
過
程
で
発
見
し
た
場
合
に
は
当
局
に
通
報
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
義
務
を
一
定
の
専
門
家
に
課
す
規
定

は
、
一
九
八
三
年
に
制
定
さ
れ
た
「
高
齢
者
に
対
す
る
金

銭
的
虐
待
の
通
報
に
関
す
る
法
」（
以
下
、「
通
報
法
」）

で
は
じ
め
て
定
め
ら
れ
た
。
通
報
法
に
つ
い
て
も
、
制
定

当
初
は
そ
の
主
た
る
対
象
は
身
体
的
虐
待
で
あ
っ
た
が
、

一
九
九
八
年
に
金
銭
的
虐
待
も
そ
の
適
用
対
象
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。

　
⒝
具
体
的
内
容

　

義
務
的
通
報
制
度
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
規
定

さ
れ
る
。「
高
齢
者
等
の
看
護
ま
た
は
保
護
の
責
任
を
完

全
に
ま
た
は
部
分
的
に
引
き
受
け
た
す
べ
て
の
者
、
た
と

え
ば
、
高
齢
者
等
に
看
護
・
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
公

的
・
民
間
施
設
の
運
営
者
、
監
督
者
お
よ
び
免
許
を
受
け

た
職
員
…
医
療
従
事
者
…
は
、
報
酬
を
受
領
し
て
い
る
か

否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
義
務
的
通
報
者
に
な
［
り
］（
一

五
六
三
〇
条
⒜
）」、「
す
べ
て
の
義
務
的
通
報
者
は
、
職

務
遂
行
の
過
程
で
…
身
体
的
虐
待
、
遺
棄
…
金
銭
的
虐
待

ま
た
は
ネ
グ
レ
ク
ト
の
よ
う
に
合
理
的
に
考
え
ら
れ
る
出

来
事
を
発
見
し
た
、
ま
た
は
知
っ
た
場
合
」
あ
る
い
は
こ

れ
ら
に
該
当
す
る
行
為
ま
た
は
合
理
的
に
虐
待
と
疑
わ
れ

る
行
為
を
受
け
た
旨
高
齢
者
等
か
ら
打
ち
明
け
ら
れ
た
場

合
に
は
、
速
や
か
に
電
話
で
通
報
し
、
可
能
な
限
り
速
や

か
に
書
面
で
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

（
一
五
六
三
〇

条
⒝
⑴
）。
こ
の
通
報
義
務
違
反
に
対
し
て
は
、
故
意
の

場
合
、
一
〇
〇
〇
ド
ル
以
下
の
罰
金
を
科
す
軽
罪
に
当
た

る
と
規
定
さ
れ
る
。

　

上
記
規
定
は
、
そ
の
後
改
正
を
経
て
、
適
用
範
囲
が
拡

大
さ
れ
て
い
く
一
方
で
、
二
〇
〇
五
年
に
は
金
融
機
関

（
銀
行
等
を
指
し
、
証
券
会
社
は
含
ま
れ
な
い
）
の
職
員

等
を
義
務
的
通
報
者
と
す
る
別
の
規
定
も
追
加
さ
れ
た

（
一
五
六
三
〇
・
一
条
）。
す
な
わ
ち
、
金
融
機
関
の
職
員

等
が
「
当
該
高
齢
者
等
と
直
接
接
す
る
」
場
合
、
ま
た
は
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「
当
該
高
齢
者
等
に
対
し
て
金
融
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る

こ
と
に
関
連
し
て
、
当
該
者
の
金
銭
に
関
わ
る
書
類
、
記

録
ま
た
は
取
引
を
、
審
査
し
た
り
承
認
し
た
り
す
る
」
場

合
で
、「
職
務
ま
た
は
専
門
家
と
し
て
の
実
務
の
範
囲

で
、
…
金
銭
的
虐
待
と
合
理
的
と
考
え
ら
れ
る
…
で
き
ご

と
を
見
た
、
ま
た
は
知
っ
た
」
と
き
、
ま
た
は
当
該
高
齢

者
等
と
直
接
接
触
が
な
く
て
も
、「
当
該
書
類
、
記
録
ま

た
は
取
引
を
審
査
・
承
認
す
る
際
に
得
た
情
報
の
み
に
基

づ
い
て
虐
待
を
合
理
的
に
疑
っ
た
」
と
き
に
は
、
可
能
な

限
り
迅
速
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
通
報
義
務
違
反
に
は
、
一
〇
〇
〇
ド
ル
（
故
意

で
通
報
し
な
け
れ
ば
五
〇
〇
〇
ド
ル
）
を
超
え
な
い
範
囲

で
民
事
制
裁
金
が
か
せ
ら
れ
る
と
規
定
さ
れ
た
。
た
だ

し
、
そ
の
請
求
が
で
き
る
の
は
州
の
司
法
長
官
等
に
限
ら

れ
、
被
害
者
と
な
っ
た
高
齢
者
等
の
私
人
は
そ
の
対
象
外

と
さ
れ
た
（
一
五
六
三
〇
・
一
条
⒢
⑴
）。

　

こ
の
よ
う
に
、
通
報
法
は
、
虐
待
の
兆
候
を
発
見
し
得

る
第
三
者
に
通
報
義
務
を
課
し
、
そ
の
義
務
を
負
う
主
体

を
拡
大
す
る
こ
と
で
、
高
齢
者
等
の
金
融
資
産
の
保
護
に

取
り
組
ん
で
き
た
と
い
え
る
。

⑷
　
検
討

　

以
上
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
、
高
齢
者
等
の

金
融
資
産
を
保
護
す
る
法
制
を
概
観
し
て
き
た
。
同
州
で

は
、
高
齢
者
等
の
金
融
資
産
を
奪
う
行
為
を
「
金
銭
的
虐

待
」
と
定
義
付
け
、
そ
れ
が
外
部
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う

に
試
み
る
こ
と
で
（
す
な
わ
ち
、
被
害
者
で
あ
る
高
齢
者

等
お
よ
び
そ
の
代
理
人
等
に
加
害
者
に
対
す
る
民
事
訴
訟

を
積
極
的
に
提
起
さ
せ
よ
う
と
し
、
お
よ
び
、
虐
待
に
気

づ
く
こ
と
が
で
き
る
専
門
家
等
に
そ
の
通
報
義
務
を
課
す

こ
と
で
）、
虐
待
を
発
見
・
阻
止
し
よ
う
と
、
法
制
度
が

整
え
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
実
際
、
民
事
保
護
法
に
、

通
報
法
の
規
定
す
る
義
務
的
通
報
制
度
を
盛
り
込
ん
で
虐

待
の
問
題
に
取
り
組
も
う
と
す
る
議
会
の
意
図
が
、
明
記
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さ
れ
て
い
る
（
一
五
六
〇
〇
条
⒤
）。

　

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
取
組
み
が
成
功
し
て
き
た
か
と
い

う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
。
具
体
的
に
は
、

義
務
的
通
報
制
度
が
虐
待
の
発
見
・
阻
止
に
つ
な
が
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
、
現
時
点
で
は
言
え
そ
う
に
な
い
。

民
事
保
護
法
に
基
づ
い
て
、
ど
れ
だ
け
通
報
が
な
さ
れ
て

い
る
か
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
入
手
で
き
て
い
な
い
し
、

義
務
違
反
に
つ
い
て
も
、
州
の
司
法
長
官
ら
に
よ
っ
て
ど

れ
だ
け
民
事
制
裁
金
が
請
求
さ
れ
て
い
る
か
把
握
で
き
ず

に
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
金
銭
的
虐
待
の
被
害
者
で
あ
る
高
齢

者
等
ら
に
よ
る
民
事
訴
訟
の
提
起
は
、
度
重
な
る
改
正
が

功
を
奏
し
た
の
か
、
年
々
増
加
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る

（
Ｌ
Ｅ
Ｘ
Ｉ
Ｓ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
と
、
一
九
九
六

年
か
ら
二
〇
一
八
年
ま
で
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
い
て

四
七
五
件
の
金
銭
的
虐
待
に
関
す
る
訴
訟
が
あ
る
が
、
そ

の
う
ち
の
半
分
以
上
（
二
九
五
件
）
が
二
〇
一
一
年
以
降

に
出
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
〇
四
年
以
降
で
見
る
と
四
四
九

件
、
二
〇
〇
八
年
以
降
で
見
る
と
三
六
七
件
））。

　

で
は
、
実
際
、
ど
の
よ
う
な
事
案
が
金
銭
的
虐
待
に
当

た
る
と
し
て
提
訴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、

紹
介
す
る
。

三 

、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
取

組
み
―
具
体
的
事
案

⑴
　
民
事
保
護
法
に
基
づ
い
て
起
こ
さ
れ
た
事
案

　
「
金
銭
的
虐
待
」
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
高
齢

者
等
の
資
産
を
不
当
な
目
的
ま
た
は
欺
罔
の
意
図
を
も
っ

て
取
得
す
る
こ
と
等
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
被

告
に
責
任
を
課
す
た
め
に
は
、
原
告
が
、
被
告
に
「
不
当

な
目
的
」
や
「
欺
罔
の
意
図
」
が
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び

高
齢
者
等
の
資
産
を
「
取
得
」
等
し
た
こ
と
を
立
証
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
う
ち
、「
取
得
」
等
と
「
不
当
な
目
的
」
は
、
民

事
保
護
法
に
定
義
規
定
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
取
得
」

等
と
は
、
高
齢
者
等
の
財
産
権
を
奪
う
こ
と
を
言
い
、
仮

に
高
齢
者
等
の
同
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
財

産
が
高
齢
者
等
ま
た
は
そ
の
代
理
人
等
に
よ
っ
て
保
有
さ

れ
て
い
て
も
、
そ
れ
に
該
当
し
得
る
と
さ
れ
る
（
一
五
六

一
〇
・
三
〇
条
⒞
）。
ま
た
、「
不
当
な
目
的
」
と
は
、
被

告
の
行
為
が
高
齢
者
等
に
対
し
て
損
害
を
与
え
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
者
が
知
っ
て
い
た
、
ま
た
は
知
る

べ
き
で
あ
っ
た
場
合
に
認
め
ら
れ
る
と
規
定
さ
れ
る
（
一

五
六
一
〇
・
三
〇
条
⒝
）。

　

具
体
的
に
、「
金
銭
的
虐
待
」
の
訴
訟
は
、
以
下
の
よ

う
な
者
に
対
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
モ
ー
ゲ
ッ
ジ
・
ブ

ロ
ー
カ
ー
（
二
〇
〇
八
年
のZim

m
er v. N

aw
abi

判

決
、
二
〇
一
三
年
のLintz v. Bank of A

m
erica, 

N
.A

.

判
決
、
二
〇
一
六
年
のGom

ez v. Bank of 

A
m

erica, N
.A

.

判
決
）、
投
資
ブ
ロ
ー
カ
ー
（
二
〇
〇

八
年
のW

ood v. Jam
ison

判
決
）、
生
命
保
険
会
社

（
二
〇
〇
六
年
のN

egrete v. Fid. &
 Guar. Life Ins.

Co.

判
決
、
二
〇
一
三
年
のO

ʻBrien v. Contʼl Cas. 

Co.

判
決
）、
保
険
代
理
人（
二
〇
一
七
年
のM

ahan v. 

Charles W
. Chan Ins. A

gency, Inc.

判
決
）
等
で
あ

る
。

　

い
ず
れ
も
、
高
齢
者
等
の
資
金
・
資
産
を
不
正
ま
た
は

詐
欺
的
に
「
取
得
」
し
た
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、
金
銭

的
虐
待
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
住
宅

ロ
ー
ン
の
借
換
え
で
、
被
告
の
口
頭
の
説
明
と
は
異
な
り

（
書
面
は
読
ま
な
い
よ
う
指
示
さ
れ
）、
よ
り
不
利
な
契
約

に
さ
せ
ら
れ
た
（
被
告
は
そ
の
こ
と
を
知
り
な
が
ら
原
告

（
高
齢
者
等
）
か
ら
手
数
料
等
を
得
て
い
た
）
事
案
（
上

記Zim
m

er

判
決
）、
被
告
が
利
益
相
反
的
立
場
を
隠
し

て
原
告
に
助
言
し
（
そ
の
手
数
料
を
高
齢
者
等
か
ら
得

て
）、
不
相
応
な
契
約
を
さ
せ
デ
フ
ォ
ル
ト
さ
せ
た
事
案

（
上
記W

ood

判
決
）
等
で
あ
る
。
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⑵
　
通
報
法
に
基
づ
い
て
起
こ
さ
れ
た
事
案

　

通
報
法
は
、
第
三
者
に
虐
待
の
通
報
義
務
を
課
そ
う
と

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
民
事
訴
訟
を
提
起
さ
せ
よ
う
と
す

る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
当
該
法
に
基
づ
い
て
民
事

責
任
を
問
お
う
と
す
る
事
案
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
そ

れ
は
、
虐
待
を
し
た
者
に
対
す
る
訴
え
で
は
な
く
、
虐
待

を
知
り
な
が
ら
特
に
何
も
し
な
か
っ
た
（
阻
止
し
よ
う
と

し
な
か
っ
た
）
銀
行
等
に
向
け
ら
れ
た
訴
え
で
あ
る
。

　

具
体
的
に
は
、
宝
く
じ
詐
欺
（
宝
く
じ
に
当
た
っ
た
か

ら
、
そ
れ
に
関
す
る
税
金
や
費
用
等
を
支
払
う
必
要
が
あ

る
と
し
て
、
送
金
さ
せ
る
詐
欺
）
に
あ
っ
た
高
齢
者
等
が

指
示
に
従
っ
て
送
金
し
財
産
を
失
っ
た
事
案
で
、
外
国
に

高
額
の
送
金
を
依
頼
し
た
際
に
、
銀
行
（
被
告
）
は
原
告

が
詐
欺
に
あ
っ
て
い
る
可
能
性
を
認
識
で
き
、
そ
の
調
査

義
務
や
通
報
義
務
（
こ
れ
が
通
報
法
に
基
づ
く
も
の
と
し

て
引
用
さ
れ
る
）
を
負
う
の
に
、
何
も
し
な
か
っ
た
こ
と

は
過
失
に
当
た
る
と
い
っ
た
主
張
で
あ
る
（
例
え
ば
、
二

〇
一
〇
年
のD

as v. Bank of A
m

erica, N
.A

.

判
決
、

二
〇
一
三
年
のSham

gochian v. Bank of A
m

erica, 

N
.A

.

判
決
等
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
裁
判
所
は
、
通
報
法
に
規
定
す
る
通

報
義
務
を
、
過
失
の
訴
え
の
根
拠
と
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
を
、
通
報
法
の
規
定
（「
通
報
義
務
を
、

す
べ
て
の
他
の
法
…
の
も
と
存
在
す
る
民
事
責
任
や
救
済

を
制
限
し
た
り
、
拡
大
し
た
り
、
そ
の
他
修
正
す
る
た
め

に
援
用
す
る
こ
と
を
、
具
体
的
に
禁
ず
る
」
と
い
う
規
定

（
一
五
六
三
〇
・
一
条
⒢
））
を
引
用
し
て
述
べ
る
。
ま
た

同
じ
理
由
か
ら
、
通
報
義
務
が
被
告
に
課
さ
れ
た
と
し
て

も
、
そ
の
こ
と
を
も
っ
て
、
被
告
の
負
う
不
法
行
為
責
任

が
拡
大
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
論
ず
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
通
報
法
を
基
礎
に
し
た
民
事
訴
訟
に
お

け
る
請
求
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
銀
行
（
被
告
）
は
、

加
害
者
（
上
記
の
例
で
い
え
ば
、
宝
く
じ
詐
欺
を
行
っ
て

い
る
者
）
の
違
法
な
行
為
を
知
っ
て
い
た
場
合
に
は
、
当
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高齢者の金融資産の保護等に向けた取組み

該
金
銭
的
虐
待
を
幇
助
し
た
と
し
て
責
任
が
肯
定
さ
れ
る

余
地
が
出
て
こ
よ
う
が
、
そ
れ
が
な
け
れ
ば
責
任
は
否
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四
、
む
す
び
に
代
え
て

　

以
上
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
に
お
け
る
高
齢
者
等
の
金

融
資
産
に
関
す
る
保
護
法
制
を
紹
介
し
て
き
た
。
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
い
う
「
金
銭
的
虐
待
」
的
行
為
（
高
齢

者
等
の
金
融
資
産
が
第
三
者
の
不
法
行
為
に
よ
っ
て
取
得

さ
れ
る
こ
と
等
）
は
、
高
齢
者
自
身
の
加
齢
に
伴
う
能

力
・
体
力
の
衰
え
等
か
ら
責
任
追
及
が
よ
り
困
難
と
さ
れ

る
。
そ
の
こ
と
を
前
提
に
、
高
齢
者
等
を
金
銭
的
虐
待
か

ら
実
効
的
に
保
護
し
よ
う
と
、
高
齢
者
等
自
身
（
そ
の
代

理
人
等
）
に
民
事
訴
訟
を
提
起
さ
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ

を
与
え
、
さ
ら
に
第
三
者
に
も
虐
待
の
兆
候
に
気
づ
い
た

場
合
に
外
部
に
通
報
さ
せ
る
義
務
を
課
し
て
い
る
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
州
の
試
み
は
、
高
齢
者
等
の
金
融
資
産
に
関

す
る
保
護
法
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
同
じ
く
ら
い
、
重
要

な
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

本
件
は
、
日
本
証
券
業
協
会
の
Ｊ
Ｓ
Ｄ
Ａ
キ
ャ
ピ
タ
ル

マ
ー
ケ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
行
っ
た
研
究
の
成
果

で
あ
る
。

（
ま
ん
ざ
わ
　
よ
う
こ
・
専
修
大
学
法
学
部
准
教
授

当
研
究
所
客
員
研
究
員

）

（

）




